
 

 

ボランティア電話相談員になりませんか？ 
 

電話相談員 

養成講座開講 
2018 年 6 月～7 月 

 

～入門編・初級編受講生募集予定～ 
 

私たちの身近なところで、犯罪や事故などで多くの方が傷ついています。 

被害に遭われた方は、とても困難な生活を強いられています。 

ひょうご被害者支援センターでは電話相談・面接相談、 

利用できる機関の紹介などの支援活動を行っています。 

この活動を支えていただく、 

ボランティア電話相談員の養成講座を開講します。 

 

電話相談員養成講座について 

・講座は 入門編  ２日間 2018 年 6 月 2 日（土）6 月 16 日（土） 

     初級編 （受講資格：入門編受講者） 

４日間 2018 年 6 月 30 日（土） 

7 月 7 日（土）14 日（土）28 日（土）  

・入門編・初級編とも土曜日開催、時間は 10 時～16 時 30 分前後を予定 

・会場は神戸市中央区 兵庫県民会館 

・受講料は入門編のみ 5,000 円 入門編・初級編継続受講で 15,000 円  

・定員 50 名（限定） 

 

 

 

 

詳しくは下記までお問い合わせください 

 
兵庫県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体 

 公益社団法人 

ひょうご被害者支援センター 
電話 078-362-7512（祝日を除く月～土 午前 9 時～午後５時） 

http://supporthyogo.org 

「電話相談員」の認定について 
養成講座（入門編・初級編）を修了し、審査（レポート・面接）に合格

した方を電話相談員として認定します。 


